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第
二
章

総

論

◇「学校・家庭・地域が一体となって」の部分
「多様な主体が連携・協力し、県民総参加で教育に向き合う」という、地域社会の決意を表

現しています。

�� 子どもたちは、学校における計画的な学習に加え、家庭、地域における家族のふれあい、友
だちとの遊び、地域の人たちとの交流などのさまざまな場での学びを通して豊かに育っていきま
す。学校・家庭・地域の関係は相互補完的であり、それぞれにおける学びがバランス良く行わ
れる中で、相乗的な効果がもたらされるとともに、三者の結びつきが深まることにもつながりま
す。
� 近年、核家族化、少子化、共働きの増加、地域の人間関係の希薄化など、社会の大きな変
化の中で、家庭や地域が従来の教育力を維持できなくなりつつあり、社会の幅広い教育機能
を活性化していくことが喫緊の課題となっています。
� 一方、人々の価値観が、物の豊かさより心の豊かさを求める方向に変化する中で、人々は家
庭や地域へと目を向け始めており、健康で時間的に余裕のある高齢者の増加や企業等の社会
貢献活動の広がりなど、新しい動きも見られます。
� 今こそ、社会全体での教育の重要性を再認識し、県民総参加で教育に向き合うことが必要
不可欠と考えられます。

�� 三重県政は、現在、多様な主体が参画し、行政とともに「公」を担っていくことにより、住
みよい地域社会をつくろうとする「新しい時代の公」の考え方を政策展開の基本においています。
多様な主体が連携・協力し、県民総参加で教育に向き合うという考え方は、この「新しい時代
の公」を教育の分野で実現しようとするものととらえることができます。

�� 折しも、三重県においては、「三重県子ども条例（仮称）」の2011年（平成 23 年）制定に
向けた作業が進められています。当該条例は、子どもたち自身が本来持っている力を育み伸ば
すという考え方を基調として制定される見込みです。
� このビジョンは、当該条例の考え方と軌を一にするものであり、教育の側面から、子どもた
ちが豊かに育つことができる地域社会づくりへ参画することを通じて、条例が目指す「子どもの
権利が尊重される社会の実現」に向けて寄与していくことが重要と考えられます。

�� また、三重県教育委員会は、公立の小中学校、県立学校がより良い学校づくりを進めるため、
三重県型「学校経営品質」*1を導入し、継続的な改善に努めています。この三重県型「学校経
営品質」の根幹をなす理念が「学習者本位」であり、子どもたちの目線に立った教育は、三重
の教育の「礎」であるとも言えます。「子どもたちの自己実現」、「子どもたちの成長」を常に最
優先に考える教育を、今後とも目指していきます。

＊1 三重県型「学校経営品質」：各学校が、「すべては子どもたちのためになっているか」という視点で学校の活
動を点検し、継続的な改善活動を進める本県独自の取組。
















